
（円）

9 47,027,000
宅盤内傾斜地を考慮した分譲価格とするため、減
額措置を講じる。（京都新光悦村用地分譲価格決
定基準第３条第１項第２号）

令和6年9月13日

30 11,488,000

　文化財保護法（昭和25年法律第214号）第93条第
１項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地が含ま
れ、かつ、埋蔵文化財の記録を作成するための調
査が未完了の部分が含まれるため、減額措置を講
じる。（京都新光悦村用地分譲価格決定基準第３
条第１項第１号）

令和3年8月30日

31 13,791,000

　文化財保護法（昭和25年法律第214号）第93条第
１項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地が含ま
れ、かつ、埋蔵文化財の記録を作成するための調
査が未完了の部分が含まれるため、減額措置を講
じる。（京都新光悦村用地分譲価格決定基準第３
条第１項第１号）

令和3年8月30日

32 14,298,000

　文化財保護法（昭和25年法律第214号）第93条第
１項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地が含ま
れ、かつ、埋蔵文化財の記録を作成するための調
査が未完了の部分が含まれるため、減額措置を講
じる。（京都新光悦村用地分譲価格決定基準第３
条第１項第１号）

令和3年8月30日

33 29,766,000

　文化財保護法（昭和25年法律第214号）第93条第
１項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地が含ま
れ、かつ、埋蔵文化財の記録を作成するための調
査が未完了の部分が含まれるため、減額措置を講
じる。（京都新光悦村用地分譲価格決定基準第３
条第１項第１号）

令和6年12月5日
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